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株主優待制度の新設に関するお知らせ 

 

 

当社は、2022 年１月 31 日開催の取締役会において、株主優待制度の新設について、下記のとおり決

議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 株主優待制度新設の目的 

本制度の導入は、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の投資魅力を高

め、より多くの皆様に当社事業に対するご理解を一層深めていただき、中長期的に当社株式を保有

していただくことを目的としております。 

 

２． 株主優待制度の内容 

（１）対象となる株主様 

当社の定めた基準日（毎年９月末日、３月末日）において当社株主名簿に 100 株以上の保有が記

載または記録された株主様のうち「当社株式を１年以上保有かつ株主優待権利確定日において 300

株以上保有されている株主様」を対象といたします（年１回）。 

＊株主優待権利確定日は毎年３月末日とし、初回の権利確定日は 2022 年３月末日といたします。 

＊１年以上保有とは、中間期末日（９月末日）および期末日（３月末日）の株主名簿に、同一株

主番号にて連続して３回以上記載または記録されていることといたします。保有期間の考え方につ

いては、別紙をご参照ください。 

 

（２）株主優待の内容 

対象となる株主様へ保有期間・保有株式数に応じて、以下のオリジナルカタログから、お好みの

商品をお選びいただき、贈呈いたします。なお、オリジナルカタログには、各地のグルメ商品を掲

載し、ＷＦＰ（国連世界食糧計画）の学校給食支援への寄付も選択できるようにする予定です。 

 

 



 

 

株主優待制度の対象となる株主様 優待内容 

① １年以上保有かつ株主優待権利確定日におい

て 300 株以上継続保有する株主様 

オリジナルカタログ

（3,000 円相当） 

② 上記の株主様うち３年以上保有かつ株主優待

権利確定日において 500 株以上継続保有する

株主様 

オリジナルカタログ

（5,000 円相当） 

（①と②は重複いたしません） 

 

（３）贈呈の時期 

６月下旬ごろ、定時株主総会終了後に発送する「定時株主総会決議ご通知」に、オリジナルカタ

ログの同封を予定しております。 

 

３． 株主優待制度の開始時期 

当社の定めた基準日（毎年３月末日、９月末日）において株主名簿に 100 株以上の保有が記載ま

たは記録された株主様のうち「当社株式を１年以上保有かつ 2022 年３月末日において 300 株以上保

有されている株主様」を対象として開始いたします。 

 

４． 本件に対するお問い合わせ先 

 中山福優待事務局  yutai＠nakayamafuku.co.jp 

 

以 上 



＜別紙＞ 

2022 年度 保有期間・保有株数別 優待内容一覧表 

•当社の定めた基準日（毎年 3月末日、9月末日）から起算して、株主名簿に同一株主番号かつ対象株数で継続して記載され、かつ各基準日における

最低保有株数を 100 株とし、株主優待権利確定日において 300 株以上を保有する株主様を対象といたします。 

•株主優待権利確定日は毎年 3月末とし、初回の権利確定日は 2022 年 3 月 31 日といたします。 

•株主優待権利確定日において 500 株以上を保有している株主様のうち、2019 年 3 月末時点の株主名簿に記載されており、2022 年 3 月末までの各 9

月末日・3 月末日時点において同一株主番号にて株主名簿に記載されている場合は、2022 年 3 月末時点の株主名簿の記載が７回目以上となること

から、保有期間 3年以上としてオリジナルカタログ（5,000 円相当）を贈呈いたします。 

•株主名簿に記載されている株主番号が変更されると、贈呈対象から外れてしまいます。株主番号が変更となる事例については、ご注意をご参照く

ださい。 

•貸株サービスの「株主優待自動取得サービス」などをご利用の場合でも、当社の株主名簿への記載が確認できず贈呈対象から外れる事例が発生し

ています。詳しくは、お預けの証券会社にお問い合わせください。 

優待内容 保有期間 
最低保有株数 

（基準日） 

保有株数 

（権利確定日） 

2019 年 

3 月末 

2019 年

9 月末

2020 年

3 月末

2020 年

9 月末

2021 年

3 月末

2021 年

9 月末

2022 年 

3 月末

ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾀﾛｸﾞ 

3,000 円相当

1年以上 

3 年未満 
100 株 

300 株以上 

    1 回目 2回目 3回目

   1 回目 2回目 3回目 4回目

  1 回目 2回目 3回目 4回目 5回目

 1 回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目

ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾀﾛｸﾞ 

5,000 円相当
3年以上 500 株以上 1 回目 2 回目 3回目 4回目 5回目 6回目 7回目



【適用対象例】 

（Ａ）株主優待権利確定日（3月末日）において 300 株以上保有しており、かつ 100 株以上を１年以上保有している株主様 

適用有無 基準日 2021 年 3 月末 2021 年 9 月末 2022 年 3 月末 

ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾀﾛｸﾞ 

3,000 円相当 

保有株数 100 株 100 株 300 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
1 回目 2 回目 3 回目 

（Ｂ）株主優待権利確定日（3月末日）において 300 株以上保有しているが、100 株以上の保有期間が 1年未満の株主様 

適用有無 基準日 2021 年 3 月末 2021 年 9 月末 2022 年 3 月末 

× 

保有株数 ‐ 300 株 300 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
‐ 1 回目 2 回目 

（Ｃ）株主優待権利確定日（3月末日）において 300 株以上保有しているが、いずれかの基準日において保有株数が 100 株未満の株主様 

適用有無 基準日 2021 年 3 月末 2021 年 9 月末 2022 年 3 月末 

× 

保有株数 1 株 100 株 300 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
1 回目 2 回目 3 回目 

× 

保有株数 100 株 1 株 300 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
1 回目 2 回目 3 回目 

 

 

 

 



（Ｄ）株主優待権利確定日（3月末日）において 500 株以上保有しており、かつ 100 株以上を 3年以上保有している株主様 

適用有無 基準日 
2019 年 

3 月末 

2019 年 

9 月末 

2020 年 

3 月末 

2020 年 

9 月末 

2021 年 

3 月末 

2021 年 

9 月末 

2022 年 

3 月末 

ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾀﾛｸﾞ 

5,000 円相当 

保有株数 100 株 100 株 100 株 100 株 100 株 100 株 500 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 7 回目 

（Ｅ）株主優待権利確定日（3月末日）において 500 株以上保有しているが、100 株以上の保有期間が 1年以上 3年未満の株主様 

適用有無 基準日 
2019 年 

3 月末 

2019 年 

9 月末 

2020 年 

3 月末 

2020 年 

9 月末 

2021 年 

3 月末 

2021 年 

9 月末 

2022 年 

3 月末 

ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾀﾛｸﾞ 

3,000 円相当＊ 

保有株数 ‐ 100 株 100 株 100 株 100 株 100 株 500 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
‐ 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 

＊保有期間 1 年間における最低保有株数が 100 株を下回らず、かつ権利確定日における株数が 300 株以上のためオリジナルカタログ 3,000 円相当を贈呈。 

（Ｆ）株主優待権利確定日（3月末日）において 500 株以上保有しているが、いずれかの基準日において保有株数が 100 株未満の株主様 

適用有無 基準日 
2019 年 

3 月末 

2019 年 

9 月末 

2020 年 

3 月末 

2020 年 

9 月末 

2021 年 

3 月末 

2021 年 

9 月末 

2022 年 

3 月末 

ｵﾘｼﾞﾅﾙｶﾀﾛｸﾞ 

3,000 円相当＊ 

保有株数 1 株 100 株 100 株 100 株 100 株 100 株 500 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 7 回目 

× 

保有株数 100 株 100 株 100 株 100 株 100 株 1 株 500 株 

継続保有判定回数 

（同一株主番号） 
1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 5 回目 6 回目 7 回目 

＊保有期間 1 年間における最低保有株数が 100 株を下回らず、かつ権利確定日における株数が 300 株以上のためオリジナルカタログ 3,000 円相当を贈呈。 



【ご注意】 

 
下記の事項に該当する場合は、当社の株主名簿に記載されている株主番号が変更となる可能性がございますので、ご注意ください。 

 

✓株主名簿の登録が変更された場合 

【具体例】 

・婚姻や転居により、株主名簿に記載の氏名・住所が変更となった場合 

・相続などにより株式の名義人が変更となった場合 

・株式をお預けの証券会社を変更した場合  

 

✓株主名簿の登録から外れた後、再度登録された場合 

【具体例】 

・証券会社の貸株サービスをご利用されている場合＊1. 

・保有株式を全て売却し、権利付最終日までに同じ銘柄の株式を買い戻した場合＊2.  

 

＊1 貸株サービスをご利用された場合、株式の所有権が貸出先に移転するため株式の名義が変更となります。 

なお、貸株をご本人の名義に戻した時点で新たに株主番号が割り当てられる可能性があります。  

 

＊2  当社の株主優待制度は当社の定めた基準日（毎年 3月末日、9月末日）から起算して、株主名簿に同一株主番号かつ対象株数で継続して

記載された長期継続保有株主様を対象としております。 

そのため株数もしくは株主番号が異なると長期継続保有の対象外となりますのでご注意ください。 




